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1は じめに

弁護人は未決拘禁者との間でさまざまな物品の授受を行う。弁護人選任届や

訴訟関係書類などの防御活動に直接関わるもののほか,衣 類,書 籍,日 用品,

現金,キ ャッシュカー ドなどを授受することもある。そして,こ れらは刑事施
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設ないし留置施設(以 下 「施設」とする)で(い わゆる 「差入れ」・「宅下げ」

という形で)行 うことが多いが,仮 監や法廷など裁判所構内で行 うこともある。

これらに関して,刑 事訴訟法は,「未決拘禁者が弁護人と書類若 しくは物の授

受 を す る こ とが で き る」 旨規 定(39条1項)1)し た うえ で,そ の授 受 に関 す る

制限として,「法令で,逃 亡,罪 証隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防 ぐた

あ必要な措置を規定することができる」 旨(同2項),「 捜査機関が,捜 査のた

め必要があるときは,公 訴の提起前に限 り,授 受の日時及び場所を指定するこ

と が で き る」 旨(同3項),そ れ ぞ れ 規 定 して い る。 そ して,2項 の 「法 令 」

として,施 設 における 「差入れ ・宅下げ」等に関する 「刑事収容施設及び被収

容者等の処遇に関する法律」(以下 「刑事収容法」と略記する)の 各規定2)や,

「未決拘禁者が裁判所構内にいる場合において逃亡 ・罪証隠滅 ・戒護に支障の

ある物の授受を防 ぐため必要があるときは,裁 判所(又 は裁判官)が 書類若 し

くは物の授受を禁止することができる」 旨の刑事訴訟規則30条(302条1項)

が あ る。

1)法39条1項 は 「立会人な くして接見 し,又 は書類若 しくは物の授受をす ることができ る」 と規定

して いるが,「 立会人 な く して」 は接見のみ にかか り,書 類等 の授受 にはかか らな いとい うのが,

一般的 な理解 であ る(河 上和 雄 ほか編 『注釈 刑事訴訟 法 〔第3版 〕第1巻 」(立 花書房,2011年)

453,461頁 〔植村立郎〕,河 上和雄 ほか編 「大 コ ンメ ンタール刑事訴訟法第二版 第1巻 』(青 林書 院,

2013年)445頁 〔河上 和雄=河 村博〕 など)。 ただ し,「書類若 しくは物 の授受 の場合 において も,

被拘 禁者 と弁護人 との間の意思及び情報の伝達 が問題にな る場面においては,同 項は,秘 密交通権

の一態様 として,そ の秘密保護のた めので きる限 りの配慮 を要求 して いる」「被拘禁者 と弁護人 との

間の信書の授受について も,刑 訴法39条1項 は,で き る限 り接見に準 じ,そ の内容についての秘密

保護を要請 してい る」(大 阪地判平成12年5月25日 判 時1754号102頁)と 解すべ きであ る。 これに対

して,弁 護人 と未決拘禁者 との間の信書は,両 者の コ ミュニケー ションの一部 を構成す るか ら,秘

密交通権を保障すべきだ とい う主張 もあ る(後 藤昭 ほか編 「新 ・コンメ ンタール刑事訴訟法(第2

版)』(日 本評論社,2013年)115頁 〔=豊崎七絵〕。同書は,「 「立会人な くして』が書類等の授受に も

かか る」 とい う解 釈 と,「法39条1項 の 『接見』 に 『信書 の発受」が含 まれ,r書 類』 にはr信 書』

を含まない」 とい う解釈の可能性を指摘す る)。

2)刑 事収容法に規定 されてい る制限がすべて刑訴法39条2項 に基づ くもの とはいえず,そ のよ うな

制限が果 た してまたいかな る範 囲で許 され るか につ いて は,議 論 がある(後 藤昭 『捜査法の論理』

(岩波書店,2001年)109頁 以下,河 上 ほか編 ・前掲注1)大 コンメ447頁 〔河上=河 村〕,林 眞琴ほ

か 『逐条解説刑事収容施設法改訂版』(有 斐 閣,2013年)160頁 参照)。
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ここで,上 記の各制限が,未 決拘禁者及び弁護人の防御活動と衝突すること

がある。 これには2つ の類型がある。1つ は授受や差 し入れられた書籍等の閲

覧が禁 じられる類型であり,も う1つ は授受対象物の内容が捜査官 ・訴追官に

伝え られる類型である。これらについては適正 に規律 されなければならない

が,現 行法の規定は(監 獄法が刑事収容法になって相当程度改善されたとはい

え)な お検討の余地があると考えられる。

そこで,本 稿では,未 決拘禁者 と弁護人との間の物品の授受に対する制限に

ついて,防 御活動 との衝突の適正な規律という観点か ら,関 連規定の解釈及び

運用上の問題点を分析する。具体的には,ま ず,施 設関係の事項を検討 し,次

いで裁判所構内における授受に関する問題を検討する3)。

2施 設における授受

(1)制 度の概要

① 「差入れ」

弁護人が未決拘禁者に交付するため現金及び物品(信 書を除 く)を 施設に持

参(な いし送付)し た場合,施 設の職員はそれを検査することができる(刑 事

収容法44条3号,191条3号)。 そして,検 査の結果,そ れ らの現金又は物品が,

①当該未決拘禁者 に交付することにより施設の規律及び秩序を害するおそれが

あるものであるとき,② 刑訴法の定めるところにより当該未決拘禁者が交付を

受けることが許されない物品であるとき4),③ 自弁により使用 し若 しくは摂取

することができることとされる物品5)に も釈放の際に必要と認められる物品

3)そ の他の場所(た とえば検察庁構 内)に おける授受 も考 え られ る(検 察官 による弁解録取手続 の

前 後に,検 察庁構 内で弁護人選任 届の授受 をす ることなどは,実 際 にもよ くある)が,本 稿 では検

討対 象と しない。

4)刑 訴法39条3項 に もとつ く捜査機 関による指定 がなされた場合 は,こ れに該 当す る。

5)刑 事収容法41条,42条,!87条,188条 に規定 されている。
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にもあた らないとき,等6)の いずれかであることが判明した場合には,施 設の

職員は差入人に対 してその引取 りを求める(刑 事収容法46条1項,193条1項)。

弁護人が書類等を持参 した場合に,そ の場で直ちに上記①～③等にあたること

が判明 しなければ,施 設は当該物品を受け入れる7)が,そ の後に上記①～③等

にあたることが判明 した場合は,当 該物品を当該未決拘禁者に引き渡さず,施

設の長ないし留置管理業務者(以 下 「施設の長等」とする)が 領置する(刑 事

収容法47条2項1号,194条2項1号)。 さらに,施 設の長等は,法 務省令ない

し内閣府令で定めるところにより,差 入人による被収容 ・留置者に対する金品

の交付について,施 設の管理運営上必要な制限をすることができ(刑 事収容法

51条,198条),そ の内容として,① 交付申出の 日及び時間帯の制限,②1人 の

者が一定の期間内に1人 の被収容 ・留置者に交付する物品の種類ごとの数量の

制限,③ 交付 しようとする物品であって施設の長等が定める種類の ものについ

て,施 設の長等が指定する事業者か ら購入するものに制限すること,が 定めら

れている(「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」21条,「 国家公安委員

会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則」10条)。

また,書 籍等については,そ れを当該未決拘禁者が閲覧することにより,①

施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき,② 罪証隠滅の結

果を生ずるおそれがあるとき,に 該当する場合には,施 設の長等がその閲覧を

禁止することができる(刑 事収容法70条1項,207条1項)8)。

6)他 の事 由は,④ 差入人 の氏名が明 らかでない もので あるとき,⑤ 保管 に不 便な もので あるとき,

⑥腐敗 し,又 は滅失す るお それがあ るものであ るとき,⑦ 危険を生ず るおそれがあ るものであ ると

き,で ある。

7)林 ほか ・前掲注2)175頁 。

8)閲 覧禁止の手続や内容の詳細 につ いて は,刑 事施設 に関 しては,平 成18年5月23日 法務省矯成訓

第3300号 「被収容者 の書籍等 の閲覧に関す る訓令」(法 務 省ウ ェブサイ トhttp://wwwmoj.go。jp/

content/000003066.pdf),平 成19年5月30日 法務省矯成第3345号 矯正局長依 命通 達 「被収容者の書

籍等の閲覧 に関す る訓令 の運用について」(法 務省 ウ ェブサイ トhttp://wwwmojgo.jp/content/

000003067,pdf)が あ り,留 置施設 に関 して は,警 視庁及 び各都道府 県警察本部 の訓令 がある(公 表

されて いるもの として,平 成19年5月25日 本部訓令第9号 「被留 置者 の留置に関する訓令」(新潟県)
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② 「宅下げ」

未決拘禁者か ら弁護人への金品の交付(信 書の発信に該当するものを除 く)

については,① 交付により施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき,②

刑訴法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき,に 該当する場

合を除いて,許 す ものとされている(刑 事収容法50条,197条)。

③ 信書の発受

「差入れ ・宅下げ」の対象には,被 疑者 ノー トなど,未 決拘禁者 と弁護人と

の間における意思の伝達をその内容として含むものもある。ここで,未 決拘禁

者の信書の発受については,刑 事収容法の規定により禁止される場合と刑訴法

の定めるところにより許されない場合を除いて許すものとされている(刑 事収

容法134条,221条)が,施 設の長等がその指名する職員に検査を(未 決拘禁者

が弁護人か ら受ける信書については,未 決拘禁者が弁護人から受ける信書に該

当することを確認するために必要な限度において9))行 わせるものとされてい

る(刑 事収容法135条,222条)。 そして,検 査の結果,未 決拘禁者の発受する

信書の全部又は一部が,① 発受によって施設の規律及び秩序を害する結果を生

ずるおそれがあるとき,② 発受によって罪証隠滅の結果を生ずるおそれがある

とき,等10)の いずれかに該当する場合には,施 設の長等は,そ の発受を差 し止

(新潟県 ウェブサイ トhttp://www.police.pref.niigata.jp/koukai/kunrei201104/256019.pdf),平

成19年5月30日 県 本部 訓 令第24号 「静 岡県警 察留 置 管理 に関す る訓 令」(静 岡県 ウ ェブサイ ト

http://www.pref.shizuoka.jp/police/about/hore/kunre/documents/soumuO29.pdf)が ある。 な

お,静 岡県の訓令 に関 しては,平 成19年9月28日 例規留管第106号 「静岡県警察留 置管理 に関す る

訓令 の運用上 の留意事項等 につ いて」(静 岡県 ウェブサイ トhttp://www.pref.shizuoka.lp/police/

about/hore/kunre/documents/soumuO39.pdf)も 公表 されてい る)。

9)未 決拘禁者 が弁護人 に発す る信書 につ いて は一般的 な検査が行わ れることになって いる。

10)他 の事 由は,③ 暗号 の使用 その他 の理 由によって,施 設 の職員が理解 できな い内容の ものである

とき,④ 発受 によって,刑 罰法令 に触れ ることとなり,又 は刑罰法令 に触れ る結果を生ず るおそれ

が あるとき,⑤ 威迫 にわたる記述又 は明 らかな虚偽 の記述 があるため,受 信者 を著 しく不安にさせ,

又 は受信者 に損害 を被 らせ るおそれが あるとき,⑥ 受信者 を著 しく侮辱す る記述があ るとき,で あ

る。
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め,又 はその該当箇所を削除し若 しくは抹消することができ(刑 事収容法136

条,129条,224条),発 受を禁止 し又 は差 し止めた場合にはその信書を,一 部

を削除 した場合にはその削除 した部分を,抹 消する場合には当該部分の写しを

作成 してその写 しを,そ れぞれ保管するものとされている(刑 事収容法136条,

132条1項2項,226条1項2項)11)。

④ 主な制限事由

このように,未 決拘禁者 と弁護人 との間における物品の授受が(実 質的に)

妨げられる主要な事由は,① 刑訴法の定めによる不許(差 入れ,宅 下げ,信 書

の発受),② 施設 の規律及 び秩序を害する(結 果を生ず る)お それ(差 入れ,

宅下げ,書 籍等の閲覧 信書の発受),③ 罪証隠滅の結果を生ずるおそれ(書

籍等の閲覧 信書の発受),④ 施設の管理運営上必要な制限(差 入れ),の4つ

である。そこで,以 下,こ れらに関 して順次検討する。

(2)刑 訴法の定めによる不許

「刑訴法の定めるところにより許されない」という事態は,同 法39条3項 に基

づき捜査機関12)が 「捜査のため必要がある」として授受の日時 ・場所を指定 し

たときに生じる。ここで,捜 査機関が上記指定権を行使する前提として授受対

象物品の内容を把握することが果た してあるいはいかなる範囲で許 されるの

11)信 書の差止 め等 の手 続 に関 しては,刑 事施設 関係で,平 成18年5月23日 法務省 矯成訓第3359号

「被 収 容 者 の外 部 交 通 に 関 す る訓 令」(法 務 省 ウ ェ プサ イ トhttp://wwwmoj.go.jp/content/

000074529.pdf)及 び平成19年5月30日 法務 省矯成 第3350号 矯正局長依 命通達 「被収容者 の外部交通

に関す る訓令 の運 用 につ いて」(法 務省 ウェブサイ トhttp://www.moj.go。jp/content/000074530.

pdf)が ある。

12)検 察官への送致前 は司法警察員 中の当該事件 の捜査主任 官,送 致後 は主任検察 官が指定権 を行使

するのが実務 における原則的な取 扱いだ とされてお り(松 尾浩也監修 『条解刑事訴訟法 〔第4版 〕』

(弘文堂,2009年)82頁),指 定権者 を上記のよ うに解すべ きだ という主張 もある(河 上 ほか ・前掲

注1)注 釈466～467頁 〔植村〕)。
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か,「 捜査のため必要があるとき」の意義 と関連 して問題 となる。

この点に関 して,い わゆる捜査全般説か ら,書 類等の授受は他人を介 して容

易に行 うことができるか ら,こ れについて物理的な支障があるというのは一般

的な事態ではな く,日 時を含めて授受に関 し指定をな し得るという規定は,捜

査全般の必要性を念頭に置き,書 類等の内容に着目して,そ れが捜査に不当な

影響を与えることを防止 しようとするものと考えるのが自然であ り,書 類等の

授受に関する指定はその内容を知って初めて適切に行われ得るから,検 察官等

はこれを必要な限度で事前に確認できる,と いう主張がある!3)。

しか し,捜 査全般説は,弁 護人が捜査に不当な影響を与えることを一般的に

想定する点14),捜 査に不当な影響を与えるか否かを捜査機関自身が判断して接

見等の指定ができるとする点などにおいて,妥 当でない。黙秘権の保障,弁 護

人依頼権の重要性などに鑑みれば,「捜査のたあ必要があるとき」 とは,被 疑

者が取調べや実況見分のために外出していて当該施設にいないため,物 理的に

接見等が不可能な場合 と解すべきである。そして,そ の場合 も,被 疑者が接見

等を希望すれば速やかにそれを実現する(被 疑者の身柄を接見等が可能な場所

に移 して接見等をさせる)た めの措置をとらねばならない(「 日時,場 所及び

時間の指定」の内容はそのようなものでなければならない)と 解すべきである。

この点について,最 高裁は,累 次の判例15)に よって,い わゆる準物理的限定

説を繰 り返 し示 している。すなわち,「捜査のため必要があるとき」とは,接

13)尾 崎道 明 「弁護人 と被疑者 との物の授受」平野 龍一 ほか編 「新実例刑事 訴訟法1』(青 林書 院,

1998年)184～185頁 。

14)弁 護士 は,基 本 的人権を擁i護し,社 会正義 を実現す ることを使命 とし(弁 護士法1条1項),常

に深 い教養の保持 と高 い品性の陶や に努 め,法 令及 び法律事務 に精通 しな けれ ばならない(同2条)

ので あって,弁 護人が捜査 に不当な影響を与え ることを一般的 に想定す るの は妥当でない。

15)最 判昭和53年7月10日 民集32巻5号820頁 は接見のみ につ いて判 示 して いたが,最 判平成3年5

月10日 民集45巻5号919頁 は接 見と書類等 の授受 を併記 した判示 を し,そ の後,最 判平成3年5月31

日集民163号47頁,最 大判平成11年3月24日 民集53巻3号514頁,最 判平成12年6月13日 民集54巻5

号1635頁 も同 旨を繰 り返 してい る。

なお,上 記最高裁判例の立場(準 物理的限定説)に 関 しては,取 調室への出頭 ・滞留義務の存在
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見等を認めることに伴 う 「捜査の中断による支障が顕著な場合」を意味し,そ

れには 「現 に被疑者を取調べ中であるとか,実 況見分,検 証等に立 ち会わせて

いるというような場合だけでな く,間 近い時に右取調べ等をする確実な予定が

あって,弁 護人等の必要とする接見等を認めたのでは,右 取調べ等が予定どお

り開始できな くなるおそれがある場合も含む」というのである。この準物理的

限定説 によれば,被 疑者が施設内にいるときは,被 疑者 と弁護人との物品の授

受の手続が(長 時間を要するなどの理 由で)確 定 した捜査 スケジュールに影響

を及ぼすことのない限 り,刑 訴法39条3項 に基づ く指定をすることは許されな

い。授受対象物品の内容を理 由とする指定は許されず,し たがって授受対象物

品の内容を調査することも許されない16)。

こうして,刑 訴法39条3項 に基づ く指定によって物品の授受が 「刑訴法の定

あるところにより許されない」という事態はほとんど生 じず,ま た,上 記指定

との関係で授受対象物品の内容が捜査官 ・訴追官に伝わることもない。

(3)施 設の規律及び秩序を害する(結 果を生ずる)お それ

「施設の規律及び秩序を害する(結 果を生ずる)お それ」については,「文書

を前提 に している点に問題 がある(拙 稿 「逮捕 ・勾留中の被疑者取 調べの在 り方」本誌7号(2011

年)81頁 以下参照)。

また,平 成20年9月 以降,警 察署や検察庁 においては,被 疑者 を取調べ中に弁護 人か ら接見申出

があ った場 合には,で き る限 り早 期に,遅 くとも直近 の食事 又は休 憩の際には,接 見の機会を与 え

るよ う配慮す るもの とされて いる(平 成20年5月1日 最 高検企第206号 最 高検察庁次長検事依命 通

達 「取調 べの適正 を確 保するための逮捕 ・勾留 中の被疑者 と弁護人 等 との間の接見に対する一 層の

配慮 につ いて」,警 察庁通達 「取調べ の適正 を確保す るための逮捕 ・勾留 中の被疑者 と弁護 人等 と

の間の接見に対する一 層の配慮について」)。

16)河 上 ほか編 ・前掲注1)大 コンメ466頁 〔河上=河 村〕参照。 なお,同 書 は 「書類等 の授受 の場

合,弁 護 人 と被疑者 間で直 接授受がな され る必 要がない,つ ま り,被 疑者の身体的存在が必須の要

件 でないか ら,物 理 的不能 とい う考えの入 る余地がない」 と論 じるが,疑 問であ る。施 設に託す形

で交付 ・受領する ことができるのは論者 のい うとお りであ るが,直 ちに交付ない し受領 する ことが

できなければ,「 差入れ ・宅下 げ」 は制 限されて いる(被 疑者外 出中の 「差入れ」 は物理的 に不能)

とい うべきである。
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図画の閲読は……監獄の紀律に害なきものに限り之を許す」という旧監獄法施

行規則86条1項 の規定に関する下記最高裁17)の判示が,妥 当すると解すべきで

ある18)。

「規律及 び秩序 が害 される一般 的,抽 象 的なおそれがあ るとい うだ けで は足 りず,

被拘禁者の性向,行 状,監 獄内の管理,保 安 の状況,当 該新 聞紙,図 書等19)の 内容

その他 の具体的事情 のもとにお いて,そ の閲読 を許す20)こ とによ り監獄 内の規律及

び秩序 の維持上放置す る ことのできない程 度の障害 が生 ず る相当の蓋然性が あると

認 め られ るこ とが必要 であ り,か つ,そ の場合 において も,右 の制限の程度 は,右

の障害発生 の防止 のために必要 かつ合理 的な範 囲に とどま るべき もの と解す るのが

相 当で ある。」

そして,「必要かつ合理的な範囲」の判断は,「未決の者としての地位を考慮

し」「その防御権の尊重に特に留意 しなければならない」(刑 事収容法31条)こ

とか ら,厳 格になされなければならない。この点に関 しては,監 獄法下におい

ても,下 記のような裁判例がある。

① 名古屋高判昭和60年3月27日 判タ580号61頁

岐阜刑務所において受刑中の者が,同 刑務所で作業中に傷害事件を起こして

岐阜地方裁判所に起訴され,同 事件の第1回 公判期日前に,弁 護人か ら,同 刑

務所の実況見分調書や被害者 らの調書等,上 記事件の証拠書類が差 し入れ られ

17)最 大判昭和58年6月22日 民集37巻5号793頁 。 同判決 は,「 文書,図 画の閲読に関す る制限は命令

を以て之を定む」 とい う監獄法31条2項 及びそれを受 けた監獄法施行規則86条1項 について,本 文

で引用 した ように限定解釈 した うえで,憲 法13条,19条,21条 に違反 しない とした。

18)刑 事収容法70条1項(当 時の 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関す る法律」47条)に 関 して,川

出敏裕 「監獄法 改正の意義 と今 後の課題」 ジュ リ1298号(2005年)31頁,林 ほか ・前掲注2)296

頁。 これ に対 して,福 井 厚編 『未決拘禁 改革の課題 と展望』(日 本評論社,2009年)144頁 〔福井〕

は,刑 事収容法の規定は昭和58年 最判の基準を緩め る可能性があ るとす る。

19)物 品の授受の場合は 「当該物品」 と読み替える ことにな る。

20)物 品の授受の場 合は 「当該 物品を交付する」 と読み替え ることにな る。
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たので,そ の仮下げの許可を願い出たところ,同 刑務所長が監獄法31条2項,

同法施行規則86条1項 に基づきそれを不許可としたという事案で,次 のように

述べて,上 記不許可措置を違法とした。

「右文書 の趣 旨 ・内容 に照 らせ ば,そ の閲読 が拘禁 目的を害 し,当 該施設の正常な

管理運営 を阻害 し,放 置す るこ とのできない程度 の障害 が生 ず る相当の蓋 然性があ

ると し,右 文書全部 を不許可 と した本件刑務所長 の認定 ・判 断は,そ れが一 般市民

の知 る自由を根拠 とし,本 件文書 を右 自由実現 のための単 な る媒体 として閲読す る

趣 旨での申請 に対す る回答 としては,合 理 的根拠 があ り,相 当 として是認 すべき も

ので ある。… … しか しなが ら,被 控訴人 は受刑者 と して知 る 自由実現 のためだ けで

な く,(1)自 己の刑事被告事件 の防禦 のため,(2)更 には第一 回公判 期 日(昭 和52年10

月25日)前 の罪状認否等 の正確性 を期す るための事前打 合わせ(同 月22日 予定)に

備え るため,弁 護人 との打合 わせ の必要上 閲読 を求 めた ものである……する と一 般

に弁護人 ある場合 にはその必要性 はないと して も,本 件 では被告人 か ら複 雑 ・難 解

な問題を提起 され たため,弁 護人 において,口 頭打合 わせでは不十分 であ り,本 件

文書の差入れ をす る必要 あ りと判断 した ものであつて,同 判 断には合理性 あ りとい

うべ く,従 つて,被 控訴人が右文書 を閲読 して事前準備 を しよ うと した……その 目

的 自体を不要 ・不当 とす ることはで きず,刑 務所長 と して もこれを尊重 しなければ

な らない もので あつ た。……被控訴人か ら他 の受刑者へ文書 が流 れる,… …被控訴

人が本件文書を持つて いることが噂 となつて伝播す るなどの……虞 れは……例 えば

閲読場所を指定す る,閲 読時間を限定す る,不 相 当部分 を切取 り分離す るなど防禦

権行使以外の 目的 に使用 させな いた めの適宜 の条件 を付 して仮下 げを許す ことで十

分その障害を回避す ることがで きた といわね ばな らな い。す ると同所長が被控訴人

に対 して,か か る条件付許可を考慮す ることな く,防 禦権の行使 と しての閲読 を も

全面的に不許可 に した判断 には合理性を欠 くとの疑問が あ り,そ の制 限の要件並 び

に制限の程度 ・範囲 にかか る判断を直 ちに適法な もの と して是認す ることはできな

い」

② 東京地判平成3年3月29日 訟月37巻11号2050頁

東京拘置所に勾留中の被疑者が,弁 護人宛に信書の郵便による発信を願い出
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たところ,同 拘置所長が,そ れを被疑者の自己誌として出版を予定している図

書の原稿と認定 し,そ れが出版された場合に同拘置所の規律秩序を害し同拘置

所の正常な管理運営に著 しい支障を生 じる相当の蓋然性があると認あられる記

述が34箇 所あると判断し,被 疑者に告知することな く当該部分を削除したうえ

で発信させたという事案で,以 下のとおり判示 して,上 記削除処分を違法 とし

た 。

「勾 留中の者 といえ ども発信 の 自由は尊重 されなければな らず,特 に,弁 護人へ の

発信 は,権 利擁護 のためのいわば最 後の と りで として最大限 に尊重 され るべ きこと

は刑訴法39条1項 に照 ら して も明 らかであ り,仮 にその制 限が許 され ると して も,

それは,具 体 的事 情の もとにおいて,発 信を許す ことによ り,監 獄内の規律及 び秩

序 の維持上放置 す ることので きない程度の重大な障害が生ず る相 当の蓋然性が ある

場 合であ って,し か もその制度 の程 度は,右 障害発生の防止のた めに必要かつ合理

的な範 囲に とどめ られ るべきであ り,し か も刑事被告人 としての防御権を害す るこ

とがないよ う特 に慎重 に しなければな らない と解 され るところ,本 件信書 は,出 版

目的を併せ有 していた とはいえ,刑 事 弁護人あてに,上 告趣意補充書の作成資料 と

しての性格 を有 していた ことは否定 できないのであ る。そ して,も ちろん,原 告A

は,処 遇状況等 につき他 の信書 や接見 を通 じて新美 に相 当程度伝え,新 美 もその点

につ いてある程度 の事実認識 を有 していた もの と推 測す ることはでき るが,裁 判資

料 と して提 出す るためには具体 的かつ正確 な主 張をす る必 要があ り,そ の意 味 にお

いて本件信書 は重要 な書面 であ った と評価 できる。 ……た しかに,被 告が主 張す る

ように,本 件信書 が発信 され,そ の内容 がそのままの形 で出版 されれば,不 特定多

数の者が本件削除部分 を含 めてこれをすべて真実 と受 け止 め,社 会一 般に東 京拘置

所 に対す る不信感等 が生 じ,ま た,在 監者 の同拘置所 に対 す る不信 感,不 満 が募 る

な どの事 態が発生す る可 能性を まった く否 定す ることはできな い。 しか しなが ら,

被告の主張か らも窺 われるよ うに,本 件信書 の発信 が同拘置所 の管理運 営の障害 に

な り得 るの は,社 会一般 に不信感等が生 じそれ がなん らかの形 で同拘置所 の管理 運

営 に影響を及ぼす に至 るか,ま たは,出 版物が在監者 に差 し入 れ られるな どして在

監者 に不信感等が生 じ同拘置所 の管理運営 に影響 を及 ぼす に至 るかのいずれかの場

合であ り,い ずれ に して も本件信書の発信 自体 は,同 拘置所 の管理運営 の障害 とい

う結果 に対 して,直 接的な要因 ということはで きず,障 害 の発生 を防止す る手段 は
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なお残 されて いるので ある。 そうだとす る と,本 件信書 の発 信を もって直ちに同拘

置所の正常な管理 運営に著 しい障害が生 じる相当の蓋然性があ るとはいえない」

(4)罪 証隠滅の結果を生ずるおそれ

「罪証隠滅の結果を生ずるおそれ」に関 しては,捜 査官 ・訴追官の意見を聴

くことができるかが問題である21)。

この点,監 獄法下 においては,「文書図画の閲覧は拘禁の目的に反 〔しない〕

ものに限り之を許す」 という監獄法施行規則86条1項 の運用に関して,警 察庁

から,「捜査上の支障 〔があれば拘禁の目的に反する〕の有無の判断は,当 該

収容者の事件を担当している捜査主任官,関 係係官など,事 件担当者の責任 に

おいて行わせる必要がある」 旨の指示が出されていたとのことである22)。しか

し,刑 事収容法下においては,閲 覧禁止要件の判断は施設の長等が行 うものと

されており,そ れについて捜査官 ・訴追官の意見を聴 くものとはされていな

い23)。逆に,刑 事収容法は,未 決の者 としての地位を考慮 しその防御権の尊重

に特に留意すべき旨明記する(同31条)と ともに,留 置担当官は 「その留置施

設に留置されている被留置者に係 る犯罪の捜査に従事 してはならない」 ともし

21)河 上 ほか編 ・前掲注1)大 コ ンメ467頁 〔河上=河 村〕 は,信 書 の内容が罪証 隠滅を図 るもので

あることを理 由にその授受 を許可 しないという判断 をす るに際 して,検 察官 の意見 を参考 にす るこ

とはあ り得 ようとす る。筆者 も,物 の授受 に関 して,被 告事件 に関す る記載 を含 む雑誌 や書籍 を弁

護人が被告人 に差 し入れた ところ,施 設が検察官 に意見 を聴 き,そ れ らの一部 につ いて被告人 の閲

覧を禁 じたという実例 に,接 したことが ある。

22)吉 田昭 『判例学説 中心捜査手続法精義五訂版』(東 京法 令出版,2003年)1107～1108頁 。

23)留 置施設 関係では,平 成19年5月31日 警察庁丁 総発第102号 「刑 事収容施設及 び被収 容者等の処

遇 に関す る法 律等 の運用上 の留意 事項 につ いて」(警 察庁 ウェブサ イ トhttp://www.npago.jp/

pdc/notification/kanbou/soumu/soumu20070531-2.pdf)第2の6,前 掲注8)「 被留置者の留置

に関す る訓令」24条,前 掲 注8)「 静 岡県警察 留置管理 に関す る訓令」58条 。 刑事施設 関係 では,

前掲注8)「 被収容者 の書籍等 の閲覧に関する訓令」3条4条 。

なお,留 置施設関係では,弁 護人以外の者 による差入れな どに関 して,捜 査主任官の意見を聴 く

もの とす る旨の規定が,「 被留 置者 の留置 に関する規則」 に置 かれている(同18条1項,24条)。
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ている(同16条3項)24)。 閲覧禁止要件の判断に際して,施 設の長等が,弁 護

人から差 し入れられた書籍等の内容を,意 見を聴取するために捜査官 ・訴追官

に伝えることは,こ れらの趣旨に反する。

信書の発受に関 しては,刑 事施設関係で,平 成19年5月30日 法務省矯成第

3350号 矯正局長依命通達 「被収容者の外部交通に関する訓令の=運用について」

が,「未決拘禁者の発受する信書の差止め等に当たっては,防 御権にも配慮 した

慎重な対応が必要であることに加え,発 信する相手方が被害者等を含む刑事事

件の関係者である場合には,脅 迫等のほか,証 人等威迫罪(刑 法第105条 の2)

にも該当する可能性があるところ,未 決拘禁者の発受する信書がこれらの刑罰

法令に触れることとなるかどうか,あ るいは罪証隠滅の結果を生ずるおそれの

有無について,刑 事施設において的確な判断が困難な場合は,必 要に応 じ,検

察官に対 し適切に情報提供 し,執 るべき措置等 も含めて相談すること。なお,

上記執 るべき措置については,〔刑事収容〕法に基づ く差止め等のほか,刑 事

訴訟法第81条 による授受の禁止等の措置 も考えられることに留意すること」と

している(同!2⑩)。 ここでは検察官への情報提供が想定 されているが,「防御

権にも配慮 した慎重な対応が必要」とされ,執 るべき措置の内容として刑訴法

81条があげられていることか ら,弁 護人との間における信書は基本的に対象外

であり,ま してや,弁 護人との間の信書の内容を伝えることは想定されていな

いとみるべきである。このことは,上 記依命通達が,信 書の発受の記録25)に関

して,検 査の結果特に問題がなかった場合には,信 書の要旨の記録は省略 し又

は 「近況報告」「安否伺い」等簡潔な記載にとどめるものとすることとし,特

24)こ れについて,前 掲注23)「 刑事収容施設及 び被収 容者等の処遇 に関する法律等の運用上 の留意

事項 につ いて」 は,「 『捜査 と留置 の分離』 の うち,そ の原則 に当たる部分,す なわち,被 留置者 の

処遇 を捜査 に利用 してはな らないことを明文化 した ものである」 と している(同 第1の3の(5))。

25)前 掲 注11)「 被収容者 の外部交通 に関す る訓令」8条 は,被 収容者 が発受 す る信書 につ いて,発

受 の許否,発 送 ・交付年月 日,相 手方 の氏名等 を記録す るとともに,刑 事収容法 の規定 によ り検査

を行 った場合 には必要 に応 じその信書 の要 旨を記録す る ものと している。
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に未決拘禁者の弁護人等あて信書については特別の事情がない限 り要旨の記録

は省略 し又は 「裁判の件」等簡潔な記載にとどめるものとすることとしている

(同14)26)こ とからも,う かがえる。未決拘禁者 と弁護人 との間の信書(両 者間

のコミュニケーション)の 内容を捜査官 ・訴追官に伝えることは,防 御権の尊

重への留意や捜査と留置の分離の趣旨に真っ向か ら反するものであるか ら,少

なくとも 「罪証隠滅の結果を生ずるおそれ」の有無を施設の長等が判断できな

い状況においてそれを行うことは,許 されないと解すべきである。

こうして,施 設が 「罪証隠滅の結果を生ずるおそれ」を判断するにあたって,

捜査官 ・訴追官の意見を聴 くべきではない。

(5)施 設の管理運営上必要な制限

「差入れ」に関する施設の管理運営上必要な制限(刑 事収容法51条,198条)

についても,防 御権の尊重に特に留意 した制度設計及び運用がなされなければ

ならない。

この点に関して,近 時,上 記刑事収容法51条 及びそれを受けた 「刑事施設及

び被収容者の処遇に関する規則」21条2号27)に よる制限と,刑 訴法39条1項 の

関係について,注 目すべき判断を示 した高裁裁判例28)がある。事案は,弁 護人

が,被 疑者の勾留されている刑務所に赴き,反 省文を作成させるためだと説明

して,持 参 してきた便箋及び封筒の差入れを申し出たところ,差 入れできる便

箋 ・封筒を同刑務所内の売店で取 り扱っているものに制限するという同刑務所

長の定めた達示を理由に拒まれたことから,同 達示の定めや担当職員の本件差

入拒否により接見交通権を違法に侵害されたと主張 して国に慰謝料等の支払を

26)監 獄法下 にお いて は,弁 護人 との間 の信書 について も内容の要 旨を記録す るのが施設 にお ける一

般的な取扱 いだ ったようで ある(前 掲注1)の 大阪地判平成12年5月25日 参照)。

27)「 被収容者 に交付 しよう とする物品で あって,刑 事施設 の長が定め る種類 の ものについて,刑 事

施設 の長が指定す る事業者か ら購入す るもの に制限す ることがで きる」 旨の規定。

28)福 岡高判平成22年2月25日 判 夕1330号93頁 。
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求めたというものである。原審が達示の定めが違法だとして15万 円余の支払を

命 じたところ,国 が控訴 した。これについて福 岡高裁 は下記のように判示 し

て,国 の控訴を棄却 した29)。

「〔刑事収 容〕 法51条 ない し 〔刑事施設及 び被収容者 の処遇 に関する〕規則21条2

号 の解釈 に当た っては,刑 訴法39条1項 の規定の趣 旨が実質的 に損 なわれないよ う

配慮 する必要 があ り,弁 護人等 と被告人等 との物の授受 につ いて,被 告人等 の逃亡,

罪証 の隠滅又 は戒護 に支障のあ る物以外の物の授受を一般的 に制 限 し得 る ものでは

な く,合 理 的理 由に基 づ く最小限の制限を行 うことのみが許 され ると解す る。本件

達示 は便箋及 び封筒 に関 し一律に直接の差入れを認あな いもので あ り,合 理的理 由

に基 づ く最小 限の制 限 といえず,刑 訴法39条1項 に規定す る接見交通権 を違法 に侵

害 する ものであるか ら,法51条 及 び規則21条2号 によって刑事施設の長 に与え られ

た裁量権 を逸脱 する。 したが って,本 件刑 務所 長の本件達示の制定行為 につ いて は

国賠法1条1項 における違法性及 び過失が認 め られ る」

(6)捜 査 官 ・訴 追 官 へ の情 報 提 供

捜 査 と留 置 の分 離i(刑 事 収 容 法16条3項),防 御 権 の尊 重(同31条)な ど に

鑑 みれ ば,施 設 が 検 査 等 に よ り知 り得 た未 決 拘 禁 者 と弁 護 人 との 間 に お け る コ

ミュニ ケ ー シ ョ ンの 内容 を,捜 査 官 や 訴 追 官 に提 供 す る こ と は,許 され るべ き

で な い。

こ の点 に関 す る裁 判 例 と して,監 獄 法46条1項30),50条31),監 獄 法 施 行 規 則

130条32),!39条33)に も とつ い て拘 置 所 が 被 疑 者 ・被 告 人 と弁 護i人 と の 間 に お

29)こ の裁判例が出た後は,筆 者 の接する範囲では,防 御活動のための文具 等の差入れは広 く受 け入

れ られてい る。

30)「 在監者 には信書を発 し又 は之 を受 くることを許す」 というもの。

31)「 接見 の立会,信 書の検閲其他接見及 び信書 に関す る制限 は命令を以て之を定む」 というもの。

32)1項 は 「在監者の発受す る信書は所長之 を検 閲す可 し」,2項 は 「発信 は封 繊を為 さず して之 を

所長 に差 出さ しめ受信 は所長之 を開披 し検 印を押捺す可 し」 とい うもの。

33)「 接見 の立会及 び信書 の検閲の際処遇上其他参 考 と為 る可 き事項 を発見 した るときは其要 旨を本

人の身分 帳簿 に記載す可 し」 とい うもの。
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ける信書の内容を記録 した行為,検 察官の照会に応 じて上記信書の発受状況や

内容を回答 した行為,検 察官がその照会をし,回 答を接見禁止等申立や検察官

調書の取調請求のための資料 として使用 した行為を,以 下のように述べていず

れ も国 家賠 償 法 上 違 法 だ と した もの34)が あ る。

「弁護 人 との間 の信書 の授受 について は,監 獄法及 び監獄法施行規 則を次 のよ う

に解す べきである。 まず,同 法46条1項 の解釈 と して は,信 書 の授受 自体 の不許可,

すなわ ち禁止 はで きない もの と解すべ きであ る……。 また,同 規 則130条 に基 づい

て発信 の信書 は封絨 をせず に所長 に差 し出させ,受 信 の信書 はこれを開披 し,い ず

れ もその内容 を閲読 す ることまで は許 され るが,そ れ は,あ くまで,前 判示 の とお

り,信 書 以外の物 や第三者の信書又 は第三者宛 の信書 が含 まれ ていないか ど うか,

更 には弁護人 か らの信書か どうかを確認す る限度で行 われるべ き もので,そ れ以上

に,そ の内容 を精査 するこ とは許 されない とい うべきである35)。そ して,同 規則139

条 については,弁 護 人 との間の接見の場合 と同様 に(こ の場合 には接見 の内容 の要

旨が記載 される ことはあ り得な い。),そ の 内容 の要 旨を記載す ることは,後 記7の

極 めて例外的 な場 合を除 いては同条か らは除かれてお り,そ れ を記載 す ることは,

『処 遇上其 他参考 ト為ル可 キ事項』 として も,禁 止 され てい る と解すべ きで ある。

……ただ し
,弁 護士 であ る弁護人 との間の信書 につ いて は例外 的な事態 で しかあ り

得 ない と考 え られるが(弁 護士法1条,2条 参照),収 容施設 において,右 の限度 で

信書 の開披等 によ りその内容の確認が され た際 に,信 書 の内容 か ら逃亡 ・罪証 隠滅

あるいは収容施 設側 の管理上重大な支障を現実 に生 じさせ る差 し迫 った危険 が判 明

した場合,又 は封書の 中に危険物や禁制品が混入 されて いた場合 には,刑 訴法239条

2項 の告 発義務 又は施設 の管理義務の観点か らも,施 設 内においてそれを問題 に し

34)前 掲注1)の 大 阪地判平成12年5月25日 。

35)こ の限定解釈 については,そ の後 の最高裁判例 は否定 的な判 断を している。 すなわち,最 判平成

15年9月5日 集民210号413頁 は,「 監獄法50条 及 び監 獄法施行規 則130条 の規定 が憲法21条,34条,

37条3項 に違反 する ものでないことは……明 らかである」 と判示 して(弁 護人 ・被告人 間の信書 に

ついて拘置所長 が行 った検 閲に違法 はないとい う原判決 の判 断を是認 して)い る。 しか し,同 判 決

には梶谷,滝 井両判事 の反対意見 が付されてお り,同 意見 は 「監獄法 に基 づいて所長 が行 う,弁 護

人等 か ら受信 した信書 の開披 や,開 披 したまま提 出された被勾留者 か ら弁護人等 へ発信す る信書 に

対 する検査 も,そ れが弁護人等 との間の ものであるかど うか,信 書以外 の物 が含 まれていないかど

うかを調べ るためにのみ,そ の必要 の限度 では許容 される ものの,そ れ以上 にその内容 にわたって

検 閲す ることは許 されない」 としている。
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て,検 察 官への通知 その他の対処をすべ きもので,そ の際 にその旨を何 らか の文書

に記録化 する ことは,許 され る……。 大阪拘置所長が,同 拘置所 内において弁護人

との間の信書 の授受 とそれ以外の者 との間の信書の授受 につ いて,そ の取扱 におい

て刑訴法 の趣 旨に沿 った明確 な区別を設 けず,書 信係の担当者 を して,原 告 らとの

間の本件信書 につ いてまで,す べて,そ の内容の要 旨を被告人両名の身分帳簿の 中

の書信表 に記載 して これを記 録化 させたの は,確 か に,そ の内容 は別紙1,2の 各

『書信表』欄 のとお りで,断 片 的な短 いもの にす ぎないけれ ど も,刑 訴法39条1項 並

びに前記6,7の とお りに解釈す べき監獄法 及び監獄 法施 行規則 に違反 して違法で

あるというべ きで ある。 ……大 阪拘置所長 が本件 信書 の内容 も含めて本件回答を し

たこと もまた違法 といわざるを得 ない。 ……検察 官は,大 阪拘置所 にお いて は本件

信書 の内容の要 旨まで書信 表 に記載 され る扱いで あった ことを知 っていた もので,

この ような違法な資料 を使用 すべ きではなか ったのに,大 阪拘置所長 に対 し,本 件

信書 を除外せず に本件照会 を し,更 に右照会 によ って得 た本件 信書の要 旨の記載を

被告 〔人〕両名 につ いて の刑訴法81条 の接見禁止 の請求及 び検 面調書 の取調請求の

資料 と して裁判所 に提 出 して使用 した もので,右 各行為 は,そ れによ り被告人両名

の防御権,ひ いて は原告 らの弁護権 を侵害す ることになる国家賠 償法 上違 法な行為

であ るといわ ざるを得ない。」

上記判示のうち,未 決拘禁者が弁護人から受ける信書 についての検査 に関す

る部分は,刑 事収容法に明記された(135条2項1号,222条3項1号 イ)。 し

たがって,当 該信書の内容を記録36)した り,そ れを捜査機関に伝える行為が違

法だという上記判断は,刑 事収容法下において も妥当すると解すべきである。

他方,上 記判示のうち,未 決拘禁者が弁護人に発する信書についての検査に関

する部分は,刑 事収容法は採用せず,一 般的な検査に服するものとした(135

条,222条)。 しかし,当 該信書の内容の記録は原則 として行わないものとされ

ている37)ことなどか ら,内 容の記録やそれを捜査機関に伝える行為が違法であ

るという上記判断は,刑 事収容法下においても妥当すると解すべきである。

36)限 定的な検査 によって施設の長等が発受制限事 由ありと判断 した場合 は,当 該信書(の 事 由該当

部分)を 施設が保管す ることにはな る(刑 事収容法136条,132条,226条)。

37)前 記(4)参照。
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3裁 判所構内における授受

(1)可 能 性

未決拘禁者についてはいわゆる 「差入れ ・宅下げ」による授受しか行い得ず,

法廷において直接物品を授受すること等は許されないという主張38)が ある。

しか し,刑 事 収 容 法44条2号,191条2号 は,「 被 収 容 ・留 置 者 が収 容 ・留 置 中

に取得 した現金及び物品であって,『差入れ』された現金及び物品以外の もの

(施設の長等か ら支給された物品を除 く)」について規定 しており,そ こには施

設 外(裁 判 所 構 内)に お け る取 得 を含 め る こ とが可 能 で あ る39)。 ま た,施 設 外

(裁判所構内)に おける授受があり得ないのであれば,刑 訴規則30条 は適用の余

地がなく不要な規定 ということになる。 したがって,刑 訴規則30条 は裁判所構

内における物品の授受があり得 ることを前提にした規定であり,裁 判所(官)

が禁 じない場合には裁判所構内において物品の授受ができると解すべきであ

る40)。

38)林 ほか ・前掲注2)163頁 。

39)林 ほか ・前掲注2)162頁 は,同 号該当物品について,「 作業報奨金 ・障害手 当金,褒 賞の賞金 ・

賞 品と して支給 ・授与 された金 品が該 当す る(も っとも,こ れ らの金品 につ いて は,本 条の検査を

行 う必要 はない)ほ か,被 収容者 が拾得 してその所有権 を取得 した遺失物 などが想定 され る」 とし

ている。 しか し,施 設外 で交付 を受 けて取得 した物 品を除外す るのは,最 もあ りそうな ものを除外

し,極 めて例外 的なものだけを含 める解釈 であって,不 自然で あろう。

40)裁 判 所構 内におけ る物 品の授受 があ り得 る旨の指摘 と して,河 上 ほか編 ・前掲 注1)注 釈461,

463頁 〔植村〕があ る。

また,名 古屋地 判平成19年1月26日 判時1974号164頁 は,裁 判所構 内の仮監で弁護人が被告人名義

の陳述書 を被告人 に差 し入 れたいと申 し出たのに対 して,拘 置所職員が 「ここは仮 の接見場所で あ

るので,文 書 の差入 れはできませ ん。」「名古屋拘置所へ行 っていただかな いと文書 の差入れ はで き

ません。」な どと述べ て応 じなか った行為 について,国 家賠償法上 の違法 はない としたが,そ の 中

で,「 例え ば,弁 護人 が,差 し入れ るべ き文書 を開示 し,そ の意味内容 を具体 的に説明 して,被 告

人 の防御 の準備 の観点 か ら,被 告人 に対 し,即 時 に当該文書 を差 し入れ る必要 がある旨申 し出た場

合 において,仮 監 の拘置所職員 が,仮 監 では物 品の検査態勢 が十分 でないとの一事 をもって,本 所

である拘置所 に問い合 わせること もせず に,独 断で弁護人 の申出を拒んだ ときは,当 該職員の行為

は,弁 護人 の接見交通権 を不 当に妨害 したものと して,違 法 となる」 と判示 している。
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(2)裁 判所(官)の 判断の在 り方

裁判所(官)は,裁 判所構内における物品授受の申出があったときは,速 や

かに刑訴規則30条 の要件(逃 亡,罪 証隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防

ぐため必要があるか否か)を 迅速に判断し,授 受を禁ずるか否かを示さねばな

らない。ここで,上 記要件は,「逃亡 ・罪証隠滅 ・戒護上の支障の一般的 ・抽

象的おそれがあるというだけでは足 りず,具 体的事情のもとにおいてそれらが

生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり,か つ,そ の場合に

おいても,制 限の程度は,上 記逃亡等の防止のために必要かつ合理的な範囲に

とどまるべきもの」41)と解すべきであり,し かも,防 御権を害することがないよ

う,特 に慎重に判断されなければならない。

これに関する裁判例 として,以 下のようなものがある。

① 東京高判平成4年5月27日 高検速報平成4年 度27頁

弁護人の持参 したメモ用紙や筆記用具を被告人に交付すること及び被告人が

審理中に公判廷で作成 したメモを裁判所を経由することなく直接弁護人に交付

することを許さないとした原審の訴訟指揮(被 告人及び弁護人が審理中の公判

廷において作成 したメモを相互に閲覧することや,弁 護人が被告人の記載 した

メモの内容を自己の用紙に転記することや,審 理中の公判廷で被告人が作成 し

たメモを閉廷後に弁護人が入手すること自体までも禁止 したわけではない)に

ついて,適 法だとした。

② 名古屋地判平成15年5月30日 判時1823号101頁

弁護人となろうとする弁護士が,裁 判所構内での接見の際に,接 見等禁止決

定を受けている被疑者に,「取調べを受けるにあたって」と題する書面等を交付

41)た とえば,一 部禁止 で足 りる場合に全面禁止 する ことは許 されない。
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しようとしたのを,裁 判官が拒否 した行為について,下 記のとおり判示 して,

国家賠償法上違法とした。

「裁判所 は,弁 護 人等か ら被疑者 への裁判所構 内にお ける書類等 の授受の 申出が

あったときは,原 則 と して授受 の機会 を与 えなければな らないのであ り,こ れを禁

止す ることが できるのは,刑 訴規則30条 に規定す る被疑者 の逃亡,罪 証 の隠滅又 は

戒護 に支 障のあ る物 の授受 を防 ぐために必要 が あるときに限 られ る。 したが って,

上記 申出を受 けた裁判所 と しては,書 類等 の授受 を禁止す べき要件 があるか否 かを

速やか に判断 し,こ れを禁止す る必要 がある と認 め られない限 り,裁 判所 の構 内に

おける書類等 の授受 をさせ るよ うに しなければな らず,合 理 的な理 由 もないのに判

断を留保す るなど して書類等 を授受す る機会 を失 わせ るこ とは,弁 護人 の円滑 な職

務の遂行 を妨 げるものといわなければな らない。特 に,弁 護人 となろ うとする者 と

被疑者 との逮捕後初 回の接見及 びその際 の書類等 の授受 は,身 体 を拘束 された被疑

者 にとっては,弁 護人 を選任す るとと もに,弁 護人 か ら今後捜査機 関の取調 べを受

けるに当たっての助言等 を得 るための最初 の機会 であ って,直 ちに弁護人 に依頼 す

る権利 を与え られ なけれ ば抑留又 は拘禁 されないとす る憲法上 の保 障を実質化 する

もの であるか ら,こ れが速 やかに行 われる ことが被疑者 の防御 の準備及 び弁護人 の

弁護権 の行使 のために特 に重要 である。 しかるに,本 件裁判 官は,本 件文書 を一読

し,そ の授受 を禁止す る必要 がないことを容易 にかつ直 ちに判 断 し得 たはずであ る

のに,前 記 のような極 めて重大 な法律 の適用 の誤 りに基 づき,原 告 に対 し,本 件文

書 の授受 のためには,接 見等 の禁止 の一部解 除が必要 であ り,そ の申立 てに対 して

は検察官 の意見 を聞 く必要 があると して,結 局,裁 判所 の構 内における原告 か ら本

件被疑者 らへ の初 回の接見 の際の本件文書 の授受 の機会 を失 わせた もので,そ の結

果 も重大で ある。」

(3)裁 判所(官)の 判断の拘束力

裁判所(官)が 裁判所構内における物品の授受を許可した場合,施 設の長等

はそれに拘束されると解すべきである42)。すなわち,裁 判所構内における当該

42)こ の点 に関 して,前 掲注40)名 古屋地判平成19年1月26日 は,「 刑訴規則30条 は裁判所構 内にお

ける物の授受を認め る規定だ」 とい う原告の主張に対 して,同 条は刑訴法39条1項 の接 見交通権 を
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物品の授受を施設の職員が妨げることは許 されないし,当 該物品が書籍等や信

書である場合に,施 設に戻 った後に,施 設の長等が 「罪証隠滅の結果を生ずる

おそれ」を理由として,書i籍等の閲覧を禁止 したり(刑 事収容法70条1項3号,

207条1項2号),信 書の差止め ・削除 ・抹消をしたりする(刑 事収容法136条,

129条1項6号,224条1項6号)こ とも,許 されない。

4お わ りに

本稿では,未 決拘禁者 と弁護人 との間における物品の授受に対する制限に関

して,防 御活動 との衝突(① 授受 ・閲覧の禁止,② 捜査官 ・訴追官への情報伝

達)の 適正な規律 という観点から,① 施設における制限,② 裁判所構内におけ

る制限の順で,関 連規定の解釈及び運用上の問題点の分析を試みた。その要点

は以下のとおりである。まず,施 設関係では,① 刑訴法39条3項 の捜査機関に

よる指定は,未 決拘禁者の身柄の調整のためのものであり,授 受対象物品の内

容を理由とすることは許されず,捜 査官 ・訴追官に授受対象物品の内容が伝わ

る契機にもならない。② 「施設の規律及び秩序を害する(結 果を生ずる)お そ

れ」については,監 獄法施行規則に関 して最高裁が示 した厳格な解釈が妥当す

ると解すべきであり,そ の具体的判断も防御権を尊重 して行うべきである。③

制限す る規定だ とした うえで,「 もっとも,… …裁判所 が弁護人等か ら裁判所 構内において物 品を差

入れたい 旨の申出を受けて,当 該物品の差入れを禁止 しなか った場合 には,特 段の事情がな い限 り,

監獄の長 もその裁判所の判断に事 実上拘束 され,当 該物 品の差入れを禁止 する ことができな くなる

と解す る余地はあ る。 しか し,本 件においては,裁 判所 が本件文書 につき刑 訴規則30条 に基 づ く個

別具体的な判断を した場合ではない」 と判示 してい る。

また,(弁 護人以 外の者 による差入 れの場合であ るが)接 見禁止 の一部解 除 について も同様 であ

る。 この点に関 して,東 京地判昭和40年3月24日 訟月11巻6号866頁 は,接 見 禁止 中の被疑者 に裁判

官の差入許可決定を得て特定の書籍を差 し入れよ うとした ところ,担 当者 がそれを拒否 した という

事案で,傍 論 としてではあ るが 「裁判官の許 否によ って,そ の差入 れが勾留 目的に反す る ものでな

い ことがすでに判断されてい るのであるか ら,… …逃亡 ない し罪証 の隠滅 を防止 する必要 があると

い う理由によ っては もはや,差 入 れを拒むことは許 されない」 と判示 している。
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「罪証隠滅の結果を生ずるおそれ」に関 しては,そ の判断に際して捜査官や訴追

官の意見を聴 くべきではない。④ 「施設の管理運営上必要な制限」に関 しては,

防御権の尊重に留意 した制度設計及び運用がなされねばならず,現 行の関連規

定を形式的に適用すると違法 となる場合がある。⑤施設が,検 査等によって

知 った未決拘禁者 と弁護人 との間におけるコミュニケーションの内容を,捜 査

官 ・訴追官に伝えることは,許 されない。次に,裁 判所構内関係では,① 裁判

所構内における授受は許 されるべきであり,② 制限の要件(逃 亡,罪 証隠滅又

は戒護に支障のある物の授受を防 ぐため必要があるか否か)は 厳格に解釈 し,

その具体的判断 も未決拘禁者の防御権を尊重 して行 うべきであ り,③ 裁判所

(官)が 授受を許可 した場合,施 設はそれに拘束される。

刑事収容法下における収容 ・留置の運用はいまだ流動的なところがあり43),

未決拘禁者 と弁護人 との間の物品の授受に関しても,今 後,本 稿で触れなかっ

た問題が表面化することが予想 される。 これらについては引き続き検討 してい

きたい。

(2013年12月7日 脱稿)

43)た とえば,未 決拘 禁者 と弁護人の コミュニケー ションに関する もの として,弁 護人 による接見室

内への録音録 画器材 の持込 みが,近 時,大 きな問題 となっている。
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